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馬淵大堰のゲート片吊りの原因分析



ゲートの状態 被害状況 操作員の操作状況、行動 電源状況

機種類

堰・水門等委員会 H23.4.24馬淵大堰におけるゲート操作等の仮説と検証結果

開閉機種類：2M2D電動ワイヤ
ロープウィンチ式
開度計：メッセンジャーワイヤ式
（二重化実施）

常用（商用）電源
予備発電機

地震発生前
１～４号ゲート全開。
（ヒアリングで確認）

常用電源が稼働中。
（ヒアリングで確認）

②馬淵大堰管理分室
（遠方操作）①八戸出張所

（遠隔操作）

地震発生時
常用電源が停電したため、予備
発電設備が自動起動。
（ヒアリングで確認）

２号､３号､４号ゲート降下開始。
1号ゲートは降下不可能。
（操作記録で確認）

出張所より遠隔操作の閉操作
ボタンを押した。
（ヒアリングで確認）

ゲート操作

③馬淵大堰
（機側操作）

異常が発生し遠隔操作不能。
異常原因、故障箇所は不明。
（ヒアリングで確認）

管理分室へ移動。
（ヒアリングで確認）

後に１号、２号、４号ゲートのメッ
センジャーワイヤ取付け金具が
破断し、滑車から外れたことが
判明

①遠隔操作

(出張所)

八（ヒアリングで確認）

３号ゲート全閉。
１号ゲートは降下不可能。
２号、４号ゲートは降下が継続し
たが異常が発生し、片吊りとな
り半閉状態で停止。
(ヒアリング､画像記録で確認)

操作記録により地震による被害
と推定できるが、金具破断時
期、ワイヤ外れ時期は不明。

管理分室の遠方操作ディスプレ
イにて開度計異常ランプ点灯を
確認。
警報表示器の警報復帰ボタン
でリセットをかけ再操作を実施。
(ヒアリング､操作記録で確認)

地震発生後

判明。
(ヒアリング､画像記録で確認)

操作記録により１号ゲートの片

②遠方操作

（管理分室）

馬淵大堰

八
戸

機側へ移動。
（ヒアリングで確認）

１号、２号、４号ゲート片吊り状
態は直らず

管理分室遠方操作の異常発生
をうけ、ゲート上屋機側操作に

操作記録により１号ゲ トの片
吊り発生原因は地震によるもの
と推測。２号、４号ゲートの片吊
り発生原因（地震によるもの
か、ゲート操作によるものか）、
発生時期は不明。

③機側操作

ゲート操作

ゲ ト操作

遠隔操作：出張所における操作

遠方操作：管理分室における操作

機側操作；機側における操作態は直らず。
（ヒアリングで確認）

て異常解除後、再操作を実施。
（ヒアリングで確認）

１号、２号、３号、４号ゲート戸当
り一部変形。
（ヒアリングで確認）

変形時期は不明。

津波は全閉した３号ゲート天端
を267cm程度越流。１号、４号
ゲートは津波がゲート下を通過
し、２号ゲートは津波が衝突。
(ヒアリング､画像記録で確認)津波到達時

ゲート操作 機側操作；機側における操作

：確認した操作

：確認した状態

：確認できない事項

専門業者と対応検討
（ヒアリングで確認）

津波到達時
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確認 きな 事項


